
 

 

都市計画公園・緑地の整備方針の策定について  

1. 目 的  

みどりの拠点や軸の中核となる都市計画公園・緑地の計画的・効率的な整備促進  

2. 策定の方針  

①都市計画公園・緑地の今後の役割とあり方を明らかにする。  

②整備の重点化を図る事業化計画を具体的に示す。  

③これまでの事業手法に加え、民間の力の活用を検討する。  

3. 主な内容  

（１）事業化計画  

○重点化公園・緑地及び 2015 年までに整備に着手する優先整備区域  

・都全体：１７２箇所 ４５３．８４ha 

・中野区：  ２箇所   ５．３６ha（中野公園、北江古田公園）  

（２）優先整備区域以外の建築制限緩和（都市計画法第５３条）  

・ 区部における都市計画道路などと同じように、優先整備区域以外の区域について、

建築制限の一部を緩和する。  

・建築制限緩和は、平成１８年６月１日からの施行を予定している。  

（３）みどりづくりの新たな展開  

・まちづくり事業や骨格となる都市施設整備 (道路、河川など )との連携  

・民間活力を活用した公園・緑地整備（特許事業の活用、民設公園制度の創設）  

（４）都市計画公園・緑地の見直し  

 ・新たに定める見直し基準に基づき、公園・緑地の新規都市計画決定及び都市計画

公園・緑地の変更を行う。  

（６）整備効果の検証  

 ・分かりやすい評価項目の設定と事業化計画の更新時（概ね１０年ごと）における

整備効果の検証を行う。  
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1. 策定者  

  東京都、特別区（２３区）、市町（多摩地域の２６市２町）  

2.  経緯  

（１）平成１７年２月１５日  第１回合同策定検討会議  

 （２）平成１７年６月８日  「整備方針」中間まとめ (案 )建設委員会報告  

（３）平成１７年６月２８日 「整備方針」中間まとめ公表、意見募集（～7/31）  

（４）平成１７年１２月２７日「整備方針 (案 )」公表、意見募集（～1/31）  

（５）平成１８年１月１６日 「みどりの新戦略ガイドライン」策定、公表（東京都） 

（６）平成１８年３月２８日 「都市計画公園・緑地の整備方針」策定、公表  

3. 事業化計画検討対象  

（全体）  

都市計画決定面積  供用面積 (42%) 未供用面積 (58%) 

整備を要しない区域※ (34%) 事業化計画検討 (24%) 
10,600ha 4,400ha 

3,600ha 2,600ha 

※河川水面、社寺境内地などで、すでに公園・緑地とほほ同等のみどりの機能が確保されている区域  

（中野区）  

都市計画決定面積  供用面積 (74%) 未供用面積 (事業化計画検討 )(26%) 

31.99ha 23.56ha 8.43ha 

4. 「重点公園・緑地」、「優先整備区域」の選定  

（全体）「重点公園・緑地」、「優先整備区域」総括表  

    事業主体  「重点公園・緑地」  「優先整備区域」  

東京都  ３９か所  ２７８．４４ha 

特別区  ６０か所  ９０．３７ha 

市・町  ７３か所  ８５．０３ha 

全体  １７２か所  ４５３．８４ha 

（中野区）「重点公園・緑地」、「優先整備区域」総括表  

「重点公園・緑地」名称  優先整備区域面積  「優先整備区域」箇所  

中野公園（平和の森）  １０，３００㎡  新井３丁目  

北江古田公園  ４３，３００㎡  江古田３丁目  

合計  ５３，６００㎡  ２か所  
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